
令和８年４月１日付け採用 

三戸町会計年度任用職員（フルタイム放課後児童支援員等） 

１ 募集の概要 

採用予定人数 ６名程度 

職 務 内 容 
放課後児童支援業務（三戸町立中央児童館・三戸町立斗川児童館） 

※配属については、選考試験の結果等を踏まえて決定します。 

資 格 
三戸町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年三戸町条例第１６号）第１０条第３項各号のいずれかに該当する者  

２ 勤務条件 

任 用 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

勤 務 場 所 
三戸町立中央児童館（青森県三戸郡三戸町大字梅内字権現林１３９番地） 

三戸町立斗川児童館（青森県三戸郡三戸町大字斗内字清水田９１番地１） 

勤 務 日 
月曜日から土曜日までの日のうち、１週間につき５日間勤務 

※祝日及び年末年始の期間（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除きます。 

勤 務 時 間 

休 憩 時 間 

７時から１９時までの時間のうち、８時間４５分（うち休憩時間１時間） 

１週間当たり３８時間４５分勤務 

時 間 外 勤 務 
・行事等により臨時に開館する場合、 

・その他児童館の運営上必要と認められる場合 

給 料 
月額201,674円～222,995円 

※三戸町職員としての同職種の通算の経験年数を考慮して決定します。 

諸 手 当 

通勤手当 ※支給要件を満たす場合 

時間外勤務手当 ※勤務実績に応じて支給 

期末勤勉手当 ※年２回、それぞれ給料月額の２．３２５月分程度 

退職手当 ※連続して６か月を超えて勤務した場合（令和７年度以前通算） 

休 暇 
年次休暇（最大２０日間） 

各種特別休暇 

社 会 保 険 適用あり（協会けんぽ又は青森県市町村職員共済組合） 

雇 用 保 険 

適用あり 

※連続して６か月を超えて勤務した場合（令和７年度以前通算）は、青森県市

町村職員退職手当組合に加入する代わりに、雇用保険の資格は喪失されます。 

労 働 災 害 適用あり 

服 務 
地方公務員法の定めによる各種義務や制限等が課されます。 

※営利企業への従事等も制限されますので、御注意ください。 

 

問い合わせ先 三戸町役場住民福祉課（ 0179-20-1151 ） 



令和８年４月１日付け採用 

三戸町会計年度任用職員（フルタイム放課後児童支援員等） 

三戸町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年三戸町条例第１６号） 

 

 （職員） 

第１０条 （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府

県知事が行う研修を修了したものでなければならない。 

一 保育士の資格を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による高等学校（旧中等

学校令（昭和１８年勅令第３６号）による中等学校を含む。）若しくは中

等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大学への入学

を認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校教育を修了した者

（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含

む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者（第

９号において「高等学校卒業者等」という。）であって、２年以上児童福

祉事業に従事したもの 

四 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号)第４条に規定する免許状を

有する者 

五 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正７年勅令第３８８号)によ

る大学を含む。）において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術

学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した者（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前

期課程を修了した者を含む。） 

六 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、

社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程

において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第１０２条第２項

の規定により大学院への入学が認められた者 

七 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、

社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課

程を修めて卒業した者 

八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若

しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した

者 

九 高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類

似する事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの 

十 ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と

認めたもの 


